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図書館のあゆみ

水谷東公民館図書室開室（水谷東公民館内）

1994（平成 6）年 鶴瀬西図書館・移動図書館電算貸出開始

中央図書館開館（旧市立図書館閉館）

図書館協議会・視聴覚ライブラリーを設置

1974（昭和49）年 市立文化会館の一部に図書館開館

鶴瀬西図書館開館（鶴瀬西小学校内）

1985（昭和60）年 学校貸出文庫の試行。翌年度から実施

1986（昭和61）年 土曜、日曜の常時開館実施

1989（平成元）年 「さざなみ号」新車購入

1996（平成 8）年

電算システム更新

1964（昭和39）年 県立移動図書館が町立文化会館前で貸出開始

1966（昭和41）年 南畑公民館内に町立図書館創立

1969（昭和44）年 町立移動図書館巡回開始　翌年「さざなみ号」と命名

1978（昭和53）年 「さざなみ号」新車購入

1981（昭和56）年 市立文化会館を全面的に転用してサービス開始

1971（昭和46）年 「さざなみ号」新車購入

1973（昭和48）年

中央図書館の開館時間延長（水・木曜日午後７時まで）

中央図書館、鶴瀬西図書館間の連絡車運行開始

1995（平成 7）年

入間東部地区公共図書館の相互利用開始

1984（昭和59）年 地域図書サービス事業開始（公民館、小学校対象）

1991（平成 3）年

中央図書館団体貸出開始

1998（平成10）年 富士見市立図書館条例施行規則休館日に関する規則を改正

（月曜日が祝日にあたる場合の翌日の休館を廃止）

1999（平成11）年 移動図書館のコース変更、サービスポイントを増設

水谷東公民館図書室開室日拡大

2000（平成12）年 富士見市立図書館条例施行規則休館日に関する規則を改正

（月末が日曜日又は土曜日にあたる場合開館）

（敬老の日・文化の日開館）

移動図書館のサービスポイントを増設
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2002（平成14）年 富士見市立図書館条例施行規則休館日に関する規則を改正

公共施設サービスポイント・返却ポストの増設（６施設）

2005（平成17）年 視聴覚資料の予約受付開始

公共施設サービスポイント・返却ポストの増設（８施設）

学校の統廃合に伴い鶴瀬西分館休館（12月27日～）

貸出用館内専用袋の設置

2006（平成18）年 電話での視聴覚資料の予約受付開始

（祝日が日曜日又は土曜日にあたる場合開館）

2001（平成13）年 電話リクエスト・受け渡し館指定開始

移動図書館のサービスポイントを増設

2004（平成16）年 中央図書館の開館時間延長（火～金曜日午後７時まで）

移動図書館のコース変更

水谷東公民館図書室開室日拡大・電算貸出開始

ふじみ野分館開館（ふじみ野交流センター内）

鶴瀬西図書館の名称を鶴瀬西分館に変更

分館の開館時間変更（火～金曜日午前10時から午後６時まで）

2003（平成15）年 移動図書館車廃止

水谷東公民館図書室開室日拡大

予約資料の公共施設受取サービス開始

公共施設への返却ポストの設置（５施設）・配送車運行開始

ホームページからの蔵書検索・予約受付サービス開始

電子メールでの調査相談受付開始

電子メールでの予約連絡開始

「富士見市子ども読書活動推進計画」策定

2010（平成22）年 中央図書館・ふじみ野分館　指定管理者制度導入

2008（平成20）年 図書館システムの更新完了

携帯電話からの蔵書検索・予約受付サービス開始

つるせ台小学校内に鶴瀬西分館が完成（12月24日）

2009（平成21）年 鶴瀬西分館再開館　指定管理者制度導入

2007（平成19）年 視聴覚資料（ＣＤ・ビデオ・カセット）の返却ポスト利用開始
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震災後の安全確保と資源節約のため開館時間を短縮

（3月22日～4月17日）

振替休館「富士見市立図書館条例」第7条より）

中央図書館の開館時間延長

中央図書館の開館時間延長

中央図書館の開館時間延長　試行期間延長

中央図書館　建物改修工事のため休館　（7月1日～3月31日）

中央図書館　臨時窓口開設　（8月1日～2月28日）

水谷東公民館図書室　建物改修工事のため休室（12月1日～2月28日）

中央図書館建物改修工事終了リニューアルオープン（4月1日～）

公共施設返却ポストの増設（鶴瀬駅西口サンライトホール）

「第3次富士見市子ども読書活動推進計画」策定

中央図書館の開館時間延長　試行期間延長

鶴瀬西分館・ふじみ野分館の開館時間延長

ふじみ野分館　ふじみ野交流センター空調設備工事のため休館

（10月24日～11月12日）

2013（平成25）年 中央図書館空調機器一部更新

「第2次富士見市子ども読書活動推進計画」策定

2014（平成26）年 中央図書館の図書の貸出冊数を10冊から20冊に変更

2015（平成27）年

（火～金曜日午後8時まで、試行期間：5月1日～9月30日）

2011（平成23）年 東日本大震災の発生により午後3時以降を臨時休館（3月11日）

図書館休館日の変更（月曜日祝日の場合は開館し、翌平日が

ピアザ☆ふじみ　サービスポイント・返却ポスト設置（7月1日～）

図書館システム入替に伴う全館休館（6月21日～6月30日）

2017（平成29）年

（延長試行期間：4月1日～6月30日）

（延長試行期間：4月1日～3月31日）

（火～日曜日午前9時から、試行期間：4月1日～3月31日）

2018（平成30）年

2016（平成28）年

（火～日曜日午前9時から、試行期間：7月1日～3月31日）
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（午前9時から午後7時まで）

（図書館利用申込書）

2020（令和2）年 図書館システム端末入替のため全館休館

（1月15日～1月19日）

新型コロナウィルス感染拡大防止に係る対策として全館臨時休館

水谷東公民館図書室　感染症対策のため閉室

「第4次富士見市立図書館サービス計画」策定

緊急事態宣言発令に伴う全館臨時休館

キラリ☆ふじみ　サービスポイント・返却ポスト設置（7月1日～）

来館困難者向け宅配サービス開始（9月1日～）

富士見市電子図書館開設（7月6日～）

2021（令和3）年 図書館システムの更新のため全館休館（6月22日～30日）

鶴瀬駅西口サンライトホール一時閉鎖による返却ポストの撤去

（3月31日）

富士見市立図書館条例施行規則

　第8条および第8条関係様式第3号（電子書籍の貸出し）追加

2021（令和3）年

（1月13日～3月21日）3月23日から再開

水谷東公民館図書室　感染症対策のため閉室

感染症対策による複合施設休館のため、土曜・日曜臨時休館

2019（令和元）年 富士見市立図書館条例第8条利用時間を改正

富士見市立図書館条例施行規則第5条関係様式第1号を改正

水谷東公民館図書室（6月13日、14日）

ふじみ野分館（5月23日～6月14日）

（4月14日～5月17日）

（3月3日～6月7日）

（3月3日）3月4日より一部サービス再開
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利用案内

● 中央図書館

● 鶴瀬西分館 午前9時～午後7時

● ふじみ野分館

● 水谷東公民館図書室午後1時～午後5時

● 月曜日、年末年始（12月28日～1月4日）、特別整理期間

● 月曜日祝日の場合は、開館し、翌平日が振替休日

● ふじみ野交流センター、水谷東公民館が休館の場合は、

ふじみ野分館・水谷東公民館図書室も休館・休室

貸出点数/　期間

● 図書・雑誌・紙芝居

中央図書館　 20冊まで　/　15日間

鶴瀬西分館

ふじみ野分館

水谷東公民館図書室

公共施設受取（予約のみ）

● 視聴覚資料（DVD・CD）

中央図書館　

鶴瀬西分館

ふじみ野分館

水谷東公民館図書室

公共施設受取

3点　/　15日間

開館時間

休館日

冊数制限なし　/　15日間

5



施設の概要

中央図書館

● 所在地 〒354-0021 富士見市大字鶴馬1873番地1

TEL　049-252-5825 　　FAX　049-252-5839

● 開館 1994（平成6）年10月1日

● 敷地面積 11,808.96㎡

● 延床面積 4,463.58㎡

● 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上３階建

１階 開架スペース、館外奉仕室（書庫）、ビデオ編集室、

録音室、対面朗読室、展示ロビー、喫茶「ゆい」、事務室

２階 視聴覚ホール、集会室、和室、保存書庫１、教育委員会事務局

３階 保存書庫２、３

● 交通 電車：東武東上線鶴瀬駅東口より徒歩20分

バス：　市内巡回バス　富士見市立中央図書館下車、

または富士見市役所下車　徒歩２分

● 駐車場 専用駐車場（96台分）

● 駐輪場 専用駐輪場

鶴瀬西分館

● 所在地 〒354-0026 富士見市鶴瀬西2丁目9番1号　

　TEL　049-252-5945　　FAX 049-252-5947

● 開館 2009（平成21）年4月1日

● 敷地 つるせ台小学校内

● 延床面積 380.09㎡

● 構造 鉄筋コンクリート造３階建１階部分

● 交通 電車：東武東上線鶴瀬駅より徒歩10分

● 駐車場 なし

● 駐輪場 専用駐輪場
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ふじみ野分館

● 所在地 〒354-0036 富士見市ふじみ野東3丁目7番地1号　

TEL　049-256-8860  FAX 049-261-5385

● 開館 2002（平成14）年6月1日

● 敷地 ふじみ野交流センター内

● 延床面積 257㎡

● 構造 鉄筋コンクリート造３階建２階部分

● 交通 東武東上線ふじみ野駅東口より徒歩10分

● 駐車場 共用駐車場（ふじみ野交流センターと共用）

● 駐輪場 共用駐輪場（ふじみ野交流センターと共用）

水谷東公民館図書室

● 所在地 〒354-0013 富士見市水谷東2丁目12番10号

TEL　049-252-5825 　　FAX　049-252-5839 (中央図書館）

● 開室 1991（平成3）年6月4日

● 敷地 水谷東公民館内

● 延床面積 約31㎡

● 交通

● 駐車場 あり

● 駐輪場 あり

電車：東武東上線  柳瀬川駅東口から  徒歩25分

バス：みずほ台駅東口から  市内巡回バス  水谷東公民館下車

志木駅東口から東武バス  水谷東下車
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令和3年度統計資料

所蔵資料等概要

●図書資料 令和4年3月31日時点

購入 寄贈 合計 除籍 蔵書

一般図書 4,527 112 4,639 1,107 234,013

郷土資料 46 229 275 12 19,116

児童図書 1,402 31 1,433 2,521 80,068

合計 5,975 372 6,347 3,640 333,197

一般図書 864 61 925 934 28,890

郷土資料 6 35 41 0 496

児童図書 525 54 579 27 12,854

合計 1,395 150 1,545 961 42,240

一般図書 1,032 136 1,168 414 23,134

郷土資料 12 36 48 2 352

児童図書 587 43 630 83 15,041

合計 1,631 215 1,846 499 38,527 蔵書合計

一般図書 141 4 145 33 2,499 288,536

郷土資料 1 6 7 0 52 20,016

児童図書 53 1 54 11 4,732 112,695

合計 195 11 206 44 7,283 421,247

※点検不明による除籍も含む

●視聴覚資料 令和3年3月31日時点

購入 寄贈 合計 除籍 蔵書

CD 154 7 161 127 8,705

DVD 97 9 106 8 1,409

16ﾐﾘ 0 0 0 0 193

鶴瀬西 CD 0 0 0 0 0

ふじみ野 CD 0 0 0 0 0

●逐次刊行物 (タイトル)

雑誌 新聞

中央 185 17

鶴瀬西 64 10

ふじみ野 67 7

水谷東 2 1

令和3年度

中央

中央

鶴瀬西

ふじみ野

水谷東
公民館
図書室
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利用状況

● 新規登録者数(再発行含まず） ● 来館者数 ※ 小数点以下四捨五入

1,600 484 2,084 290 185,061 638

260 39 299 288 61,343 213

298 130 428 291 78,002 268

14 10 24 295 2,589 9

2,172 663 2,835 - 326,995 -

● 利用者数　（年齢区分別）

0～6 7～12 13～19 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳代

～
合計

7,419 10,745 2,899 5,404 21,255 34,347 25,315 17,522 17,044 4,499 146,449

1,939 2,502 233 482 1,829 3,330 3,518 1,937 2,635 1,007 19,412

3,144 1,691 558 804 2,612 4,191 3,417 3,212 3,539 690 23,858

74 70 14 16 255 313 221 218 247 93 1,521

550 1,068 281 686 4,491 6,020 5,398 3,242 2,917 385 25,038

13,126 16,076 3,985 7,392 30,442 48,201 37,869 26,131 26,382 6,674 216,278

● 貸出点数　　　　　　　　　　　　　　　　　 ● リクエスト・予約受付件数

図書 雑誌 視聴覚 合計
Web
OPAC

館内
OPAC

窓口
電話

合計

434,962 25,232 24,930 485,124 134,235 2,089 10,479 146,803

68,356 3,848 799 73,003 - 649 5,171 5,820

91,471 6,174 717 98,362 - 508 5,685 6,193

4,763 180 7 4,950 - - 89 89

45,904 3,282 1,298 50,484 - - - -

645,456 38,716 27,751 711,923 134,235 3,246 21,424 158,905

● 調査相談（レファレンス）件数 ● 複写件数

窓口 WEB 合計 件数 枚数

446 3 449 287 5,399

285 - 285 141 701

182 - 182 146 550

3 - 3 - -

916 3 919 574 6,650

中央

ふじみ野

鶴瀬西

東図書室

東図書室

合計

中央

鶴瀬西

東図書室

中央

中央

鶴瀬西

ふじみ野

東図書室

合計

市内 市外

合計

合計

公共施設

合計

ふじみ野

中央

鶴瀬西

ふじみ野

東図書室

公共施設

合計

中央

鶴瀬西

ふじみ野

一日あた
り※

来館
者数

開館
日数

合計

中央

公共施設

東図書室

鶴瀬西

ふじみ野

合計

鶴瀬西

ふじみ野

東図書室
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● 渋谷定輔文庫　（中央図書館）

文書 新聞 雑誌 図書 写真 その他 合計

13 99 7 20 11 0 0 137 144 585

● データベース

● 図書館ホームページ

● 電子図書館　※令和3年7月6日よりサービス開始

【利用条件】富士見市在住、在勤、在学の方 ※登録手続き必要

　　　　　　貸出点数／3点　貸出期間／15日間　予約点数／3点

予約点数

1,537 8,792 4,122 4,197 977

登録者数 ログイン数 コンテンツ数 貸出点数

聞蔵Ⅱ 40

アクセス数 81,861

令和4年3月31日時点

写真
撮影
枚数

データベース アクセス数

JapanKnowledge 39

複写
枚数館内

閲覧

閲覧
者数

閲覧点数

ポプラディア 32

10



障がい者サービス

● 所蔵資料

所蔵点数

38

272

40

259

3,409

4,018

● 利用統計

貸出点数

373

9

12

0

視聴覚資料 3

141

538

※郵送貸出利用者は13人

● 対面朗読

登録者 のべ利用人数 実施回数 音訳者数 利用時間

29 3 3 2 6

● 宅配サービス ※令和3年9月1日よりサービス開始

利用回数 図書 雑誌 視聴覚 合計

5 34 0 9 43

【利用条件】図書館へ来館困難な方を対象
【貸出点数／期間】図書・雑誌：10冊まで ／ 22日間
　　　　　　　　　視聴覚資料（CD・DVD）：3点まで ／ 22日間

図書

大活字本

合計

DAISY

テープ

※実施場所は、中央図書館対面朗読室、ふじみ野交流センター、鶴瀬西分館

資料の種類

DAISY

テープ

雑誌

合計

富士見市図書館だより
（さざなみだより・録音図書情報）

点字資料
図書

雑誌

ＣＤ

録音資料

録音図書

点字資料

資料の種類
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視聴覚サービス

● 視聴覚ライブラリー貸出状況 ● ブース利用状況

貸出機材 所有数 貸出数 ブース 利用人数

16mmフィルム 193 16 視聴ブース 224

16mm映写機 3 1

暗幕 2 1

スクリーン 4 10

スポットライト 5 1

ＯＨＰ 1 0

有線マイク 1 0

マイクスタンド 2 2

ビデオカメラ 1 0

映像デッキ 2 1

スピーカー（有線） 2 36

液晶プロジェクター 2 41

ドラム延長コード 1 7

拡大レンズ 2 3

● 館内施設の利用状況

施設名 回数 人数

視聴覚ホール 268 4,789

集会室 270 2,806

和室 62 165

ビデオ編集室 11 11

録音室 104 185

展示ホール 20 -

※視聴ブースは令和3年11月より再開

   ワイヤレスマイクセット
     ※セット内訳
       ワイヤレスアンプ 1台
       ワイヤレスマイク 3本
       ピンマイク 2本

1 28

他

利用者用
インターネット端末

（中央図書館）
719

利用者用
インターネット端末
（水谷東公民館図書

室）

8

※利用者用インターネット端末は
　令和3年7月より再開

12



令和3年度事業報告

事業報告

●　中央図書館

人数

乳幼児対象 7回 108

幼児・小学生対象 9回 84

出張おはなし会（諏訪児童館）

29

18

9回 149

8回 129

講座 4回 26

図書館
まつり

ロビーコ
ンサート

7回 192

10

10

30

作品点数
273点

入賞者数
8名

29

49

25

※5月～6月、9月は、感染症対策のため原則イベント中止

ぬいぐるみおとまりかい 3月13日～15日

事業名 開催日

7/14
10/20･11/17･12/15
1/19･2/16･3/16

7/24･10/23･11/6
11/27･12/4･1/22
2/5･3/5･3/26

感染症対策のため
中止

令和3年度富士見市
子ども読書コンクールＰＯＰ作品展示

ぬいぐるみおとまりかい 4月25日～27日

ひゃっか王からのちょうせんじょう

映画会

一般映画会

7/17
10/17・11/28
12/18・1/23
2/19・3/21

その他

おはなし
会

こわいおはなしかい 8月8日

クリスマスおはなし会 12月25日

4/18･7/18･10/17
11/14･11/21･12/19

1/9･2/13･3/20

子ども映画会
4/17･7/17

10/16･11/20･12/18
1/8･2/12･3/19

音訳者養成講座（上級）8名
※令和２年度事業
　（コロナウイルスの影響による延期分）

4/13・4/27
5/11・5/25

令和3年度富士見市
子ども読書コンクールＰＯＰ作品表彰式

11月7日

クリスマス工作会（クリスマスカード作成） 12月11日

新春貸出福袋 1月5日～

感染症対策のため
中止

図書館ホールでミニコンサート

8月22日

子ども大学 10月16日

11月5日～14日
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●　ふじみ野分館

人数

5回 120

8回 143

2回 52

2回 8

17

35

57

105

5

16

16

9

178

-

-

18

11

33

-

4

4

-

2

事業名

その他

開催日

おはなし
会

乳幼児対象
4/16・7/9・10/8

11/12・1/14

幼児・小学生対象（ぶんちゃんひろば）
4/11・7/10・8/7

10/9・11/13・12/12
1/8・3/12

ふじみ野児童館図書室出張おはなし会
(乳幼児対象）

12/15・1/19

ふじみ野児童館図書室出張おはなし会
（幼児・小学生）

12/8・1/12

慶櫻ふじみ保育園出張おはなし会
（0.1.2歳）

感染症対策のため
中止

慶櫻ふじみ保育園出張おはなし会
（3歳以上）

感染症対策のため
中止

魔女たちのおはなしハロウィンパーティー 10月30日

あきのはらっぱおはなし会 11月3日

にこにこひろばクリスマス会 12月14日

映画会
子ども映画会 8回

（内、工作会付2回）

4/25・7/25・10/24
11/28・12/26・1/23

2/27・3/27

一般向け映画会 2月23日

講座

子ども科学講座 7月21日

マネー講座 11月20日

アロマ講座 11月23日

セルビアのオリンピック選手に応援メッセージ
を書いて、缶バッジをもらおう

4月6日～5月9日

ふじみ野交流センター講座
「夏野菜の効用と楽しみ」資料提供

7月16日

わくわくスタンプラリー 7月17日～8月31日

ぬいぐるみおとまりかい 7月18日

「絵本を届ける運動」ワークショップ 7月31日

わくわくスタンプラリーミニ 11月1日～30日

ふじみ野児童館　アニマシオン 11月6日

エアロブックス 8月1日

ふじみ野交流センター「俳句を楽しむ」資料提
供

10月5日、12日、19日

御朱印帳づくり　第1日目 10月14日

御朱印帳づくり　第2日目 10月21日
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人数

25

作品点数
66点

6

17親子

57

23

-

-

-

15

100

14

14

-

61

19

33

19

53

-

-

90

※5月～6月、9月は、感染症対策のため原則イベント中止

その他

事業名

ポプラディアを使ってみよう 12月26日～1月22日

1月5日～

ふじみ野じゅく
「体の中を覗いてみよう～動脈硬化」資料提供

1月21日

五感でたのしもう！絵本と音楽 11月7日

11月26日

11月30日

12月1日～25日

12月5日

12月7日

12月16日

12月17日

大人のためのおはなし会 12月24日

開催日

ふじみ野じゅく「方丈記」を読む　資料提供 3月18日

ポプラディアを使ってみよう　第2弾 3月4日～31日

折り紙でクッキーを作ろう！ 1月22日～2月13日

がまくんがつくったクッキーをつくろう！ 2月5日

エアロブックス 2月6日

がまくんがつくったクッキーをつくろう！ 2月11日

もうすぐひなまつり
（折り紙でおひなさまを折り廊下に飾る）

2月15日～3月3日

ふじみ野児童館　赤ちゃん絵本講座

クリスマスツリーにくつしたを飾ろう

エアロブックス

ふじみ野交流センター1階壁面の
クリスマス飾りつけ

ふじみ野じゅく「回想法」資料提供 2月18日

ふじみ野交流センター食文化講座
「冬野菜の効用」資料提供

ふじみ野じゅく「百人一首を一皿に表す」
ブックトーク・資料提供

令和3年度
富士見市子ども読書コンクールＰＯＰ作品展示

11月17日～28日

水引制作を楽しむ

新春貸出福袋（一般向け） 1月5日～

新春貸出福袋（児童向け）
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●　鶴瀬西分館

人数

8回 20

6回 37

7回 43

8回 37

4回 24

4回 18

244

244

視聴回数
227回
158回

12

8

6

児童 5人
大人 3人
（3組）

児童 9人

児童13人
大人 9人
（9組）

4

5

10

講座

事業名 開催日

おはなし
会

午前　乳幼児対象（第2水曜日）
4/14・7/14・8/11・

10/13・11/10・
12/8・1/12・2/9

午後　幼児・小学生対象（第2水曜日）
4/14・7/14・8/11・
10/13・12/8(2回)

午前　乳幼児対象（第3日曜日）
4/18・7/18・

10/17・12/19・
1/16・2/20・3/20

午後　幼児・小学生対象（第3日曜日）

4/18・7/18・
10/17・11/21・
12/19・1/16・
2/20・3/20

第六保育所
感染症対策のため

中止

映画会

児童対象
8/7・10/2・
12/4・2/5

一般対象
7/3・11/6・
1/8・3/5

スノーマン上映会（つるせ台小学校　対象） 12月9・10・16・17日

工作会

スノーマンぬり絵（つるせ台小学校　対象） 12月9・10・16・18日

つるせ台まつり
感染症対策のため

中止

PTAつるせ台秋まつり　
オンライン開催

11月13日
11月14日

わらべうたで遊ぼう～子育ての知恵のつまった
遠野のわらべうたに学ぶ～

4月2日

キャラクター＆シナリオ創作ワークショップ 4月25日

「図書館博士～本探しの名人になろう～」
感染症対策のため

中止

「大人のための『折り紙教室』」
感染症対策のため

中止

夏にチャレンジ！！夏休み応援講座
調べる学習ワークショップ

7月21日

読書感想文ワークショップ
「本とのであい～本の楽しさを知って、自分の
思いを書いてみよう！！～」
1年生親子講座（全2回講座 1回目）

7月24日

読書感想文ワークショップ
「本とのであい～本の楽しさを知って、自分の
思いを書いてみよう！！～」
2-4年生親子講座（全2回講座 1回目）

7月24日

読書感想文ワークショップ
「本とのであい～本の楽しさを知って、自分の
思いを書いてみよう！！～」
1-4年生親子読書感想文面談（全2回講座 2回
目）

8月20日

科学講座「いろいろなものを測ってみよう」 10月23日

飾り結びワークショップ 10月27日

子育ての知恵のつまったわらべ歌で遊ぼう 11月19日
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人数

4

15

6

12

8

27

105

毎回50枚
用意

38枚

-

44枚

16セット

34組
27組

100

-

30組
30組

70枚

-

-

-

46セット

作品点数
65点

54

31枚

34セット

-

※5月～6月、9月は、感染症対策のため原則イベント中止

講座

事業名

ひゃっか王からの挑戦状 11月27日

親子で楽しむ　New Yearコンサート 1月21日

「大人のための『折り紙教室』」 1月20日

子育ての知恵のつまったわらべ歌で遊ぼう 3月16日

開催日

「図書館博士～本探しの名人になろう～」 3月19日

その他

「鶴瀬西分館へ行ってみよう！」
　（すたんぷかーど）2021はる

2021年3月23日～
2021年4月30日

セルビア共和国　ぬり絵 4月1日～9月5日

「24日は西（にし）の日」しおり配布

4/24・7/24・8/24・
9/24・10/24・
11/24・12/24・
2/24・3/24

「七夕飾り」 7月1日～7月7日

セルビア共和国　顔出しパネル 7月1日～8月31日

「鶴瀬西分館へ行ってみよう！」
　（すたんぷかーど）2021なつ

7月17日～8月31日

西ちゃんの調べる学習サマーバッグ 7月20日～8月31日

オリンピック開会式＆閉会式記念「セルビア共
和国缶バッチ・シール・クリアファイル・セル
ビア共和国の紹介冊子配布」

7月23日
8月8日

オリンピック・ボールクイズ 7月23日～8月31日

鶴瀬西分館マスコット
「西ちゃん」パペット人形完成

8月から

パラリンピック開会式＆閉会式記念
「セルビア共和国缶バッチ・シール・
クリアファイル・セルビア共和国の紹介冊子・
ボッチャぬり絵配布」

8月24日
9月5日

TOKYO２０２０　納涼うちわ　配布 8月27日～9月14日

「電子図書館 はじめてのつかいかた」館内掲示 9月1日から

セルビア・オリンピック展示
セルビア・パラリンピック展示

9月21日～12月31日

「サボテンの花＆にしちゃんイラスト」
　利用者提供物の展示

10月15日～12月31日

「電子図書館にある本　紹介ポスターと冊子」 3月20日から

ハロウイン工作キット配布 10月30～31日

富士見市子ども読書コンクールPOP作品展示 11月16日～11月28日

クリスマスオーナメントを作ろう 12月1日～12月25日

「鶴瀬西分館へ行ってみよう！」
　（すたんぷかーど）2021ふゆ

12月18日～
2022年1月16日

つるせ台小合同新春企画「福袋」＆「おみく
じ」

1月5日～1月15日
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●　特集展示
○　中央図書館

4月

期間

5月

8月

期間 テーマ

10月

11月

12月

1月

みんなにありがとう

おくりもの

にほんのあそび・むかしばなし

にゃんにゃんねこ大好き

Book Adventures Summer

テーマ展示：ヤングアダルト

ＹＡってなあに？

9月

10月

11月

2月

3月

テーマ展示：児童

テーマ

6月

7月

8月

2月

3月

つくる★あそぶ★なにする？

ちゃぷちゃぷ バシャバシャ

おかし

おいしい 秋 みつけた 

アートに出会う

ENJOY！読書

Book Adventures Summer

テーマ展示：一般

8月

9月

10月

12月

1月

2月

3月

11月

期間

4月

5月

6月

7月 冷やし本はじめました。

暑いぜ！ヒートアイランド 江戸の暮らしに学ぶ

Fly Me to the Moon

読むより御代！魅せる本

ひとり時間のおたのしみ

テーマ

春爛漫

風薫る

すくすくそだつ

冬のあったか本特集

紅白

愛かしら・・・

青春

4月

5月

12月

6月

7月

1月

9月 Go to 宇宙！

detective

We ♡  Music

MOVIE

寅

猫の日

いのち

たまご

ワクワク！ドキドキ！

Rainbow

いってみたい！みてみたい！

18



○ふじみ野分館

1月

花いっぱい

新春

テーマ

期間 テーマ

10月 芸術

11月 飲み物はいかが？

12月 文学賞いろいろ

2月

3月

5月

6月

月を見ながら・・・9月

趣味を深める

テーマ展示：文学

2021年に出版された本

考える練習

8月 平和について考える

テーマ展示：ミニ展示

期間

5月

期間

4月

テーマ

4月

12月

いきもの

新聞書評に掲載された本

5月 体を動かそう

6月 おうち時間

8月

オリンピック

平和について考える

テーマ展示：一般

4月

7月

8月

9月

10月

11月

3月

7月

10月

11月

1月

2月

～舞台から広がる世界～二兎社公演「鴎外の怪談」

～舞台から広がる世界～二兎社公演「鴎外の怪談」

ＤＶ防止週間 /
～舞台から広がる世界～ニューイヤーコンサート

障がい者週間 / 埼玉県150周年 /
～舞台から広がる世界～ニューイヤーコンサート

～舞台から広がる世界～橋爪功・冬の朗読

～舞台から広がる世界～向春狂言 万作の会『磁石』『弓矢太郎』

9月 備えあれば・・・

秋といえば

平和への願いをこめて（ロシアとウクライナの絵本）

12月

この結末は？

6月 人生いろいろ

7月 もうすぐオリンピック

一句・一編・短編集

3月 フジベス

1月 やっぱり時代小説

2月

戦後75年 記憶・記録

戦争・平和 / 新聞の書評欄に掲載された本

　-

　-

男女共同参画週間
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食べるor食べない問題

テーマ展示：子育て

期間 テーマ

4月 春だ！トイレトレーニングだ！

5月 赤ちゃんグッズ収納＆インテリア

6月 赤ちゃんスキンケア

7月 Enjoy! Summer!

8月 Enjoy! Summer!

9月 夜泣きＳＯＳ

10月

おうちライフ

2月 ワンオペ育児解消法

3月

どう伝える？性教育

11月 赤ちゃんの事故・災害対策

12月 おうちライフ

1月

1月 お金について考えよう

期間 テーマ

コミュニケーションのあれこれ

5月 学校の勉強おたすけ本

6月 「違い」を考える-人権課題-

7月 夏休み宿題おたすけ本

テーマ展示：ヤングアダルト

9月

10月

3月 頑張らない勇気～心のＳＯＳ～

テーマ展示：児童

期間

4月

2月 カップル・性の悩み～生命の安全教育～

12月 一生役に立つ学習法

8月 夏休み宿題おたすけ本

9月 人生を変える本

10月 理想の未来を描く-進路・仕事-

4月

11月 マンガに学べ！

8月

11月

12月

1月

2月

3月

テーマ

むかしのいきもの

おてつだいしてみよう

6月の記念日いろいろ

あつい・すずしい

夏休みおすすめ読書感想文・自由研究・工作

夜空をみあげて

ウキウキおしゃれ

本のもみじかり（黄色、赤の装丁の本）

メリークリスマス

トラ

あま～い本

ぽかぽか

5月

6月

7月
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○鶴瀬西分館

テーマ展示：ミニ展示

期間 テーマ

4月
「ラブという薬」「すごい！品質検査」関連 / 春の紙芝居
高校図書館司書イチオシ本 / 今、注目の人 渋沢栄一 /
富士見市はセルビアのホストタウンです

1月
雪 / 科学道2021 /「体の中を覗いてみよう」/
「ファンタスティックビースト」「はく・すうの法則」関連
冬の紙芝居 / 絵本専門士おすすめ赤ちゃん絵本

SDGｓ / 雨だとダルくないですか？ / 「ワンダー」関連資料 /
梅雨＆たなばたの紙芝居 / 富士見市はセルビアのホストタウンです

5月

6月

7月

かぞくで自由研究 / 芥川賞・直木賞 / 夏の紙芝居
絵本専門士おすすめ絵本第2弾 / 夏野菜の効用と楽しみ /
「ワンダー」「まんが 墓活」関連資料 /
富士見市はセルビアのホストタウンです

8月

かぞくで自由研究 / 東京2020 東京をあらゆる角度で覗いてみる /
涼しい本 / 絵本専門士おすすめ絵本第2弾 / 夏の紙芝居 /
「静かな炎天」「いいねぇ～江戸売り声」関連資料 /
富士見市はセルビアのホストタウンです

「ペットトラブル」「読書をする女たち」関連 / 春の紙芝居
今、注目の人 渋沢栄一 / おうちで美術館を楽しもう /
小さな緑を楽しむ / 富士見市はセルビアのホストタウンです

9月

10月
建築鑑賞はいかが？ / 開運 御朱印散歩 / 俳句を楽しむ /
「解剖学の話」「夜と霧」関連資料 / 秋の紙芝居

11月
うちどく / これからのお金について考える /
富士見市子ども読書コンクールPOP作品 / 介護保険のしくみ /
「燃えよ剣」「新シェーラ姫の冒険」関連資料 / 秋の紙芝居

12月
クリスマス＆お正月 / スタッフおすすめアーカイブ /「百人一首」/
「ギブ・ミー・ア・チャンス」「違いがわかる『食べもの』うんちく
事典」関連 / 冬の紙芝居 / 絵本専門士おすすめ赤ちゃん絵本

「レッツ　スポーツ！」

2月
科学道2021 / 北京2020冬季オリンピック /「回想法」/
「罪と罰」「雪の結晶」関連 / 冬の紙芝居

3月
高校司書イチオシ本 / 花のある生活 / 春の紙芝居 /
防災の準備、できていますか？ / ロシアウクライナを知る /
「方丈記」をよむ /「ベンチの足」「日本語をつかまえろ！」関連

テーマ展示：一般

4月・5月 「ありのままの」

「地元が好き」

10月・11月 「雑誌のちから」

12月・1月 「整える　調える」

2月・3月

期間 テーマ

6月・7月

おうち呑みに日本酒はいかが？ / 宇宙に思いを馳せる /
季節の変わり目に香りを楽しんでみませんか？ / 下に広がる世界 /
「県別ランキング大全」「英語日記BOY」関連資料 / 秋の紙芝居

「植物、動物、、、」

8月・9月
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テーマ展示：ヤングアダルト

テーマ展示：子育て

期間 テーマ

4月・5月 ほやほや子育て「preパパ・preママ」

6月・7月 ほやほや子育て「はじめまして」

8月・9月 ほやほや子育て「悩み事解決」

9月 「9月　おすすめ本」

10月 「10月　おすすめ本」

10月・11月 ほやほや子育て「あやす・遊ぶ」

12月・1月 ほやほや子育て「楽しく食べる」

2月・3月 ほやほや子育て「入園準備」

期間 テーマ

「親子で読んでみよう！」

12月 「ワクワク！楽しい行事」

11月

6月・7月 「オリンピック・パラリンピック」

12月・1月 「巣ごもり」

1月 「動物が主役」

2月 「冬を楽しむ」

「2月　おすすめ本」

11月 「11月　おすすめ本」

3月 「3月　おすすめ本」

12月 「12月　おすすめ本」

1月

2月

「1月　おすすめ本」

テーマ展示：児童

3月 「春のあしおと」

4月・5月 「オリンピック・パラリンピック」

期間 テーマ

4月 「春うらら」

5月 「なにしてあそぶ？」

「夏休みにおすすめ！～自然を楽しむ～」

9月 「おいしい秋みつけた」

10月 「芸術いろいろ」

8月

6月 「あーした天気になあれ」

7月 「夏休みにおすすめ！～世界はひとつ～」

8月・9月 「知りたい！職業のこと」

10月・11月 「いつか行きたい　また行きたい」

6月 「6月　おすすめ本」

7月 「7月　おすすめ本」

8月 「8月　おすすめ本」

2月・3月 「自分を高める」

テーマ展示：ミニ展示

期間 テーマ

4月 「4月　おすすめ本」

5月 「5月　おすすめ本」
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特別展示:一般

期間 テーマ

4月から3月 「ホストタウン　セルビア」

2月22日 「にゃんにゃんにゃん　2022年2月22日は猫の日」

3月9日から3月23日 「追悼　西村京太郎」

10月1日から10月31日 「ハロウイン」

7月3日から7月18日 「追悼　立花　隆」

11月12日から11月30日 「追悼　瀬戸内寂聴」

2月1日から2月15日 「追悼　石原裕次郎」

特別展示：児童

期間 テーマ

10月28日から11月30日

11月1日から11月30日 「生物多様性」

2月1日から2月13日 「ありがとう　松岡享子さん」

「富士見市こども読書月間」

5月29日から6月13日 「追悼　エリック・カール」

8月4日から8月15日 「ありがとう　那須　正幹さん」
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ブックトーク

回数 人数 回数 人数 回数 人数

29 253

図書館見学

回数 人数 回数 人数 回数 人数

2 125

2 129

2 61

1 14

2 130

1 49

2 112

1 105

7 369 3 126 3 230

職場体験

回数 人数 回数 人数 回数 人数

2 8

図書館利用カード作成

回数 人数 回数 人数 回数 人数

1 57

1 116

1 42

1 74

1 79

1 29

1 86

1 43

1 42

2 58

1 88

1 2

8 434 3 137 2 145

読み聞かせ講座

回数 人数 回数 人数 回数 人数

みずほ台小学校

針ケ谷小学校

鶴瀬西

つるせ台小学校

富士見特別支援学校

ふじみ野小学校

中央 ふじみ野

●　学校連携事業

対象

つるせ台小学校

対象

ふじみ野小学校

鶴瀬西

ふじみ野 鶴瀬西

鶴瀬小学校

水谷小学校

南畑小学校

勝瀬小学校

中央

中央 ふじみ野

対象

針ケ谷小学校

諏訪小学校

鶴瀬西

中央 ふじみ野 鶴瀬西

中央 ふじみ野

対象

鶴瀬小学校

つるせ台小学校

つるせ台小学校

水谷小学校

南畑小学校

関沢小学校

勝瀬小学校

対象

　※感染症対策のため中止

水谷東小学校

諏訪小学校
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●　団体利用

施設別貸出回数及び冊数

回数 冊数 回数 冊数 回数 冊数

15 91 1 1

13 699

8 352

1 12 5 168

1 5

71 1,707

1 10

10 177

2 3

1 20

2 70

12 720

2 6

15 410

7 287

1 1

12 254

1 2 1 12

9 65

2 45

35 732

7 43 1 1

1 15

14 239

12 141

6 14

19 58 6 21

5 20

1 1

1 1

157 2,835 35 542 109 3,026

配本サービス

回数 冊数

10 1,097

9 537

10 999

9 1,098

9 994

9 700

4 109

3 270

63 5,804

富士見特別支援学校

こぶしの里保育所

諏訪児童館

第1保育所

第6保育所

子育て支援センター

第4保育所

第5保育所

対象

鶴瀬西交流センター
紙芝居ボランティア

ふじみ野保育園子育て支援
センター「にこにこ広場」

第2保育所

第3保育所

南畑幼稚園

富士見市役所

ふじみ野児童館

富士見すくすく保育園

けやきわかば保育園

慶櫻ふじみ保育園

つるせ台小学校

南畑小学校

諏訪小学校

関沢小学校

勝瀬小学校

富士見台中学校

キートス・アイキッズ鶴瀬

あいあい

すわ幼稚園

本郷中学校

1☆2 SUKUSUKU

東中学校

第六保育所

第四保育所

富士見特別支援学校

つるせ台放課後児童クラブ

県立富士見高等学校

鶴瀬西

   

ふじみ野中央(水谷東含む）

Fun Fun Bookクラブ

　鶴瀬小学校学校応援団
　読み聞かせボランティア

対象

鶴瀬小学校
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　　　●　広報誌活動

館 発行 部数

毎月 3,460

隔月 1,090

隔月 1,200

ふじみ野 毎月 1,620

鶴瀬西 毎月 2,986

　ブックリスト

館 発行 部数

1,440

320

　　　●協力事業・他

人数 配本数

中央 626 1,305

　　　●ボランティア

団体名 登録者数

あいあい（全館） 16

すぷんふる（全館） 7

修理ボランティア（中央） 7

修理ボランティア（鶴瀬西） 1

ＹＡボランティア（鶴瀬西） 8

名称 対象

中央

さざなみだより

BOOK ADVENTURES

ぶんちゃんしんぶん 児童

つるせにししんぶん

一般

ＹＡ

とびらしんぶん 児童

児童

名称 対象

ほんのくにたんけん
中央 7月

小学生

BOOK ADVENTURES SUMMER 中・高生

企画打ち合わせ

本の修理を実施（月2～3回）

名称

ブックスタート (全13回実施）
　※感染症対策のため「おはなし会」中止

本の修理を実施（月1回～2回）

活動内容

おはなし会で読み聞かせなどを実施

おはなし会で読み聞かせなどを実施
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図書館協議会

● 協議会委員名簿

氏　名

出井　隆志

檜山　美智子

伊垣　容子

金髙　陽子

木村　多喜雄

小森　和雄

辻口　幸恵

本木　千穂

野澤　節子

野瀬　武博

渡邉　知広

● 令和3年度の開催状況

開催日 時間

1 5月19日 13:00～14:50

2 6月25日 13:45～15:00

3 10月22日 10:00～11:30

4 1月28日 10:00～11:30

所　属

学識経験者

読み聞かせボランティア

公募者

私立保育園長 

委員

役職名

委員長

副委員長

任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

社会教育委員

富士見市文化協会 

公民館運営審議会委員

市校長会（～令和4年4月14日）

委員 市校長会（令和4年4月14日～）

1.委員長、副委員長の選出について
2.各館事業報告(令和3年度5月活動報告)
3.その他

1.各館事業報告(令和3年度6月から9月活動報告)
2.コロナ禍の図書館サービスについて
3.その他

1.各館事業報告(令和2年度10月から12月活動報告)
2.富士見市制50周年記念事業と図書館まつり2022
3.その他

内　容

1.各館事業報告
 (令和2年度12月から3月・令和3年度4月活動報告)
2.その他

富士見市音訳グループ

ふじみビデオクラブ
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○第４次富士見市立図書館サービス計画 

１．計画策定の背景・目的 

 本市では平成２３年４月に富士見市第５次基本構想、平

成３０年４月には第２次富士見市教育振興基本計画を策

定しています。また、「図書館の設置及び運営上の望まし

い基準」（平成２４年１２月１９日 文部科学省告示第１

７２号）では、各自治体で図書館サービス計画を策定する

ことの必要性に言及しています。 

これらの計画等を受け、富士見市立図書館では少子高齢

化・高度情報化の進展といった社会状況や時代の変化へ対

応した幅広いサービスの提供、地域の情報や生涯学習の拠

点としての役割を果たすことを目指し、そのための基本的

な図書館サービスのあり方を示すため「第４次富士見市立

図書館サービス計画」を策定します。 

 

２．計画の期間 

  令和２年度から令和５年度までの４年間とします。 

 

３．図書館のあゆみ 

  本市の図書館は、昭和４１年の南畑公民館内の町立図書

館設置から始まり、昭和４４年に町立移動図書館を市民ボ

ランティアの協力を得ながら運行開始することによって、

学校や公共施設等市内各所での貸出を行ってきました。そ

の後、図書館は昭和４９年に旧文化会館へ移転、平成元年

の鶴瀬西図書館、平成３年の水谷東公民館図書室等サービ

ス拠点も増えていきました。 

  そして平成６年には市内初の大規模図書館として中央

図書館が多くの市民の要望、期待を受けて開館しました。

さらに平成１４年にはふじみ野分館が開館し、現在の中央

館、２分館、１図書室の体制が整いました。 

  また、移動図書館は平成１５年に廃止となりましたが、

同じ年に公共施設での予約本受取、返却本受付のサービス

を開始し、ホームページからの蔵書検索、予約受付が行わ

れるようになりました。 

  このような流れの中、平成２１年には鶴瀬西分館がＰＦ

Ｉ事業により新築再開館し、翌２２年度には中央図書館と

ふじみ野分館、水谷東公民館図書室が指定管理による運営

に移行しました。 

                                     

４．基本方針 

図書館、教育委員会と図書館関係機関等との意思疎通を

密にし、一体となった運営を目指します。人材育成の支援

や図書館の機能が生かせる体制を構築していきます。 

 

（１） 課題解決支援型図書館の整備を進めます。 

 

① 資料の充実  

大型絵本のような多くの希望がある資料や基本図書

等の購入、ビデオから DVD 資料への計画的な移行、令

和３年度からの電子図書の導入等、図書館では時代の

変化に合わせた資料の収集を進めてきました。今後も

資料の利用状況や利用者アンケートなどの結果をふま

え市民ニーズに基づいた魅力ある資料、図書館として

の基本的な資料を選定基準に基づき計画的かつ多様な

視点で収集します。また、これらの資料をテーマ展示

やホームページ、広報物等により様々な角度から紹介

し、図書館が日常利用はもとより、新たな情報発見の

場となるよう取り組みます。さらにインターネットに

よる資料の予約サービス、図書館以外の公共施設で資

料の受け取りや返却ができるサービス、図書館に足を

運ぶことが困難な方への宅配サービス等、身近な場所

で資料の利用ができることを周知していきます。 

郷土行政資料は資料館、庁内の各部署、市内を拠点

として地域活動を行っている団体・機関との連携を図

りながら収集保存を進めるとともに、市民が活用でき

るよう資料を紹介していきます。中でも本市上南畑出

身で、記録文学『農民哀史』や詩集『野良に叫ぶ』等の

著者、農民運動の活動家である渋谷定輔氏の資料につ

いては、保存・活用、勉強会の実施を継続し、保存状態

の整備に配慮しながら本市独自の郷土資料として活用

にも努めていきます。 

視聴覚資料は一般利用の資料収集のほか、社会教育

や学校教育における学習機会の支援のための資料・機

材整備を行い、郷土資料関係についても資料整備に努

めていきます。また、一般的な資料の利用については

市民にわかりやすい貸出基準に基づいて行っていきま

す。 
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② レファレンス（相談業務） 

各種資料に対する豊富な知識や相談者の意図を的確

に理解できる幅広い能力を身に付けるよう努め、日常生

活上の疑問、専門的分野に関する調査等、市民の生涯に

わたる課題解決と学習を支援していきます。 

   レファレンスサービスの幅広い世代の活用を進める 

ため、カウンター、開架フロアでの声掛け、ホームペー 

ジでのレファレンスサービスの周知を行うとともに、レ 

ファレンス会議開催による各館の情報共有、レファレン 

ス事例のデータベース化および公開を継続して行って 

いきます。また、レファレンスに必要な資料やデータの 

整備の他、専門機関を紹介するレフェラルサービスによ 

って所蔵資料以外の対応も行っていきます。 

 

（２） 滞在型図書館空間と交流・つながりの創出を進め

ます。 

  

① 高齢者へのサービス 

高齢者向けの資料（大活字本・朗読ＣＤ等）の充実、 

高齢者施設への貸出、高齢者向け事業としての医療関連

の講座の開催等を行っていきます。 

また、図書館が最寄りにない方にも公共施設の配送便

ルートの有効活用によって資料をお届けできることを

周知していきます。 

 

② 障がいがある方へのサービス 

点字・録音資料の収集と製作ボランティアの充実、 

障がいがある方でも読みやすい LLブックの収集、対面

朗読、施設環境の整備を行います。視覚に障がいがある

子ども向けサービスとして布絵本の製作および製作ボ

ランティア養成を行い、障がいによって来館が困難な方

に対しては電子書籍の紹介や自宅への資料宅配を行っ

ていきます。 

また、これらのサービスが活用されるよう登録の方法

等を周知し、障がいをよく理解した専門の職員の配置も

目指します。音訳者養成講座についても初級・中級・上

級を実施し、音訳ボランティアのスキルアップを図りま

す。 

 

③ 多文化サービス 

市内在住の外国籍市民の状況を考慮した様々な言語

の資料や日本人の外国語の学習に役立つ資料を収集し

ます。また、図書館の利用の仕方を外国籍市民にも分か

りやすくホームページや利用案内で紹介し、図書館が日

常的に使いやすい場所になるよう努めます。「指さしコ

ミュニケーションシート」のような外国籍市民が利用す

る際に役立つツールの作成も行います。 

その他、外国籍市民を対象としたＮＰＯ団体等との協

力および行政各課との連携、外国語のおはなし会等を実

施していきます。 

      

④ 講座や行事等の開催 

民間のノウハウを生かして文化・芸術に関する講座や

行事等を積極的に開催し、図書館の利用促進を図るとと

もに、市民の自主的、自発的、継続的な学習活動の支援

につなげます。また、参加者が学習することの楽しさや

大切さを実感できるような内容を計画します。 

さらに、事業への参加が人と人のつながり、仲間づく 

りにつながるよう努め、資料や機器、施設の活用等を通

じて市民の交流も支援していきます。 

 

⑤ ボランティア活動の充実 

市民にとって「自分たちの図書館」となるようボラン

ティアとの連携を積極的に図っていきます。現在のボラ

ンティアのスキルアップ、新たなボランティア活動の創

設、ボランティアに参加しやすい環境を作るとともに、

活動の場を広げられるようなＰＲや交流の場作りにも

努めます。また、ホームページでの情報提供も充実させ

ていきます。 

 

⑥ 関係機関との連携 

図書館活動の活発化や情報収集範囲の広範化を進め

るため、資料や情報の相互利用等、市の関係機関や県内

自治体および図書館との連携を図ります。また、市内で

活動している団体との事業の共催や講座の実施によっ

て協力関係を作ります。図書館協議会から市民の声を反

映したご意見をいただき、地域の実情を踏まえた図書館

運営を進めていきます。 
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（３） 子ども読書活動支援の拡充を進めます。 

   富士見市子ども読書活動推進計画を基本として子ど

もの読書を推進していきます。 

 

① 年齢・発達の段階に応じた読書活動の推進 

乳幼児から中学生・高校生、特別な支援を必要とする

子どもたちに対してその発達段階を考慮しながら１２

か月健診時のブックスタートや小学校新１年生向けの

セカンドブック事業、おはなし会、テーマを決めて本を

紹介するブックトーク等を実施します。特に１１月の

「富士見市子ども読書月間」にはＰＯＰ作品を展示・表

彰する富士見市子ども読書コンクールやビブリオバト

ル大賞の実施等市全体で子どもの読書に関わる様々な

取り組みを行います。 

また、子ども司書やＹＡサポーター等図書館のことを

深く理解し、運営に係わっていくことのできる人材を育

成し、より子どもたちにとって親しみのある利用しやす

い図書館としていきます。 

② 子どもの読書環境の整備・読書推進のための情報提

供 

子どもの目線に立った図書館の空間づくりや資料の

紹介を行い、子どもにとって読書が身近で自然なことに

なるよう努めます。また、子どもの読書に関わる市民に

対して情報提供・啓発を行い、子どもの読書の大切さを

多くの人が知ることによって市全体の子どもの読書活

動推進の意識を高めます。 

③ 家庭・地域・学校・図書館の相互協力と連携体制の確

立 

家庭の保護者に対して子どもの読書の大切さを伝え

理解を深める取り組みを行い、地域の方達に対しては子

どもの読書活動に関するボランティアの人材育成や活

動支援を行っていきます。子どもの読書に関して特に関

わりの深い学校とは子どもたちがより読書を身近に感

じられるような学校図書館の充実に向けての検討、図書

館からの授業の関連資料の提供や子ども向け事業の実

施協力を進めていきます。また、情報交換を密に行うた

めのインフラ整備に向けても検討していきます。 

 

 

 

○富士見市立図書館資料収集方針 

 

１ 基本的な方針 

富士見市立図書館は、図書館法第２条に基づき資料を収集、

整理、保存の上利用に供し、市民の教養、調査研究、レクリ

エーション等に資することにより市民の生涯学習を支援す

るための市の教育機関として、全ての市民に奉仕します。 

市民が基本的人権のひとつとしてもつ表現の自由と一体

である「知る自由」を保障する機関として、適切な資料収集

を行い魅力ある蔵書を構築することにより、市民文化の醸成

と地域社会の発展に寄与します。 

  

２ 資料構成 

富士見市は、住宅都市として発展してきた一方で、農業地

域を有し、多彩な職業、幅広い年齢層で構成されています。

そのため資料構成についても、地域社会の状況、市民の要望

や期待に応え得るよう多様で幅広い蔵書を計画的に構築し

ていきます。 

内容的には、図書館としての基本的資料と市民の要求に依

拠した資料を基本としつつ読書や学習、調査研究に関する意

識、意欲を喚起できるような、新鮮で魅力ある資料群の構築

をめざします。 

また、中央図書館や分館、分室がそれぞれの特性や地域性

を重視しながらも、全体がひとつの図書館として有機的に機

能するような資料構成をつくりあげるよう努めます。なお、

図書館資料の適切な維持を図るため、６に定める資料選定基

準の他に資料除籍基準を定めます。 

 ３ 資料収集のための体制 

図書館は、公的な機関として、市民の付託を受けて資料の

収集、整理、保存、提供を組織的、系統的に行うための有機

的に結ばれた組織であり、そのための体制として、司書を中

心とした図書館職員が資料の選定と収集を行います。蔵書に

対する市民の見解や予約の状況など日頃の図書館運営のな

かで市民の利用傾向を把握するとともに図書館協議会、利用

者アンケートなどで出された意見などにも充分留意します。

幅広い収集に努めるため、出版情報だけでなく、出版目録、

書評、現物見計らいなどを参考に選定します。選定にあたっ
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ては、常に５の各号に基づき、富士見市民に適した図書、逐

次刊行物、視聴覚資料等幅広く資料の選定を行います。 

 

４ 資料の収集範囲 

 次の資料を収集します。 

（１）図書…一般図書、児童図書、青少年図書、外国語図書、

参考調査用図書、郷土行政図書、漫画、紙芝居、録音図

書、点字図書、大活字本など 

（２）逐次刊行物…一般向けの新聞（全国、地方、政党など）

および雑誌、児童・青少年向け新聞および雑誌。他に録

音版広報、点字雑誌など 

（３）地図…地形図、住宅地図、道路地図など 

（４）視聴覚資料…ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、地

域映像資料（市、市民などの制作）など 

（５）特別コレクション…渋谷定輔文庫資料  

（６）ファイル資料…広報、官報など 

（７）その他…図書館作成資料など 

館別の資料の収集範囲は、中央図書館が（１）～（７）、

鶴瀬西分館、ふじみ野分館並びに水谷東公民館図書室

が（１） ～（３）とします。 

なお、主題別の収集範囲については、別途資料選定基

準において定めます。 

上記資料のうち、郷土行政資料の富士見市資料については、

網羅的な収集に努めます。 

特別コレクションである渋谷定輔資料は、収集ではありま

せんが、当市だけがもつ資料として整備を行います。また、

新たな資料の発見があった場合は対象資料として収集に努

めます。 

    

５ 「図書館の自由に関する宣言」の尊重 

 資料の収集にあたっては、「図書館の自由に関する宣言」の

うち資料収集に係る以下の項目に基づくものとします。 

（１）多様な、対立する意見のある問題については、それぞ

れの観点に立つ資料を幅 

広く収集する。 

（２）著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、そ

の著作を排除することは 

しない。 

（３）図書館員の個人的な関心や好みによって選択しない。 

（４）個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自

由を放棄したり、紛糾を 

おそれて自己規制したりしない。 

 

６ 選定基準の策定 

具体的に資料の収集を行うにあたっては、上記の各項目を

基本としつつ、分野ごとに選定の視点や留意すべき事項を記

述した選定基準を定め、適切な資料収集に努めるものとしま

す。 
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○富士見市立図書館条例 

 

平成６年３月３１日 

条例第８号 

改正 平成１３年１２月２５日条例第３０号 

平成１８年１２月１５日条例第４１号 

平成２０年１０月２９日条例第２４号 

平成２１年９月３０日条例第２２号 

平成２２年４月３０日条例第９号 

平成２４年３月２３日条例第１０号 

平成２７年３月２７日条例第５号 

平成３０年１２月２１日条例第４４号 

注 平成１８年１２月から改正経過を注記した。 

富士見市立図書館の設置及び管理に関する条例（昭和４８

年条例第２５号）の全部を改正する。 

 

（設置） 

第１条 富士見市は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号。

以下「法」という。）第１０条の規定に基づき、図書館を設置

する。 

 

（図書館の名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

富士見市立中央図書館 富士見市大字鶴馬 

1873番地 1 

 

（分館の名称及び位置） 

第３条 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のと

おりとする。 

名称 位置 

富士見市立図書館 

鶴瀬西分館 

富士見市鶴瀬西 

2丁目 9番 1号 

富士見市立図書館 

ふじみ野分館 

富士見市ふじみ野東 

3丁目 7番地 1号 

（平１８条例４１・平２０条例２４・平２２条例９・一部改

正） 

 

（職員） 

第４条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。 

 

（指定管理者による管理） 

第５条 図書館の管理については、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

（平２１条例２２・全改） 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 図書館の利用に関する業務 

(２) 図書館の維持管理に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、富士見市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が定める業務 

（平２１条例２２・全改） 

 

（休館日） 

第７条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、特に必要があるときは、指定管理者は、教育委員会の承

認を得て臨時にこれを変更することができる。 

(１) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。）に当たるときは、その日後においてその日に最も近い

休日でない日とする。 

(２) １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同

月３１日まで 

(３) 特別整理日（毎年１５日以内で指定管理者が教育委員

会の承認を得て定める日をいう。） 

（平２１条例２２・追加、平２７条例５・一部改正） 

 

（利用時間） 

第８条 図書館の利用時間は、午前９時から午後７時までと

する。ただし、特に必要があるときは、指定管理者は、教育

委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。 

（平２１条例２２・追加、平３０条例４４・一部改正） 
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（図書館内の利用） 

第９条 図書館資料（法第３条第１号に規定する図書館資料

をいう。以下同じ。）は、図書館内において、自由に利用する

ことができる。ただし、教育委員会が別に定める図書館資料

の視聴については、次条第３項に規定する利用カードを指定

管理者に提示して視聴しなければならない。 

（平１８条例４１・追加、平２１条例２２・旧第７条繰下・

一部改正） 

 

（貸出しの登録等） 

第１０条 図書館資料又は視聴覚機材（以下「図書館資料等」

という。）の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ指定管

理者の登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録を受けようとする者（以下「登録申込者」と

いう。）は、教育委員会規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申込書を指定管理者に提出しなければな

らない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

(２) 事業所の名称及び所在地 

(３) その他教育委員会が定める事項 

３ 指定管理者は、第１項の登録をしたときは、教育委員会

規則で定める図書館利用カード（以下「利用カード」という。）

を当該登録申込者に交付するものとする。 

（平１８条例４１・追加、平２１条例２２・旧第８条繰下・

一部改正） 

 

（図書館資料等の貸出し） 

第１１条 図書館資料等の貸出しを受けようとする者は、利

用カードを指定管理者に提示しなければならない。 

（平１８条例４１・追加、平２１条例２２・旧第９条繰下・

一部改正） 

 

（貸出しの制限） 

第１２条 次に掲げる図書館資料は、図書館外への貸出しを

しないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める

ときは、この限りでない。 

(１) 禁帯出の表示のある図書館資料 

(２) 新聞、官報及び埼玉県報 

(３) その他教育委員会が指定する図書館資料 

（平１８条例４１・追加、平２１条例２２・旧第１０条繰下・

一部改正） 

 

（損害賠償） 

第１３条 図書館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由に

より、図書館の施設若しくは設備を損傷し、又は図書館資料

その他物品を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を

賠償しなければならない。 

（平１８条例４１・追加、平２１条例２２・旧第１１条繰下） 

 

（図書館協議会） 

第１４条 法第１４条第１項の規定に基づき、富士見市図書

館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。 

３ 委員の定数は、１０人とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平１８条例４１・旧第５条繰下・一部改正、平２１条例２

２・旧第１５条繰上、平２４条例１０・一部改正） 

 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教

育委員会規則で定める。 

（平１８条例４１・旧第６条繰下、平２１条例２２・旧第１

６条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

（富士見市立視聴覚ライブラリー設置条例の廃止） 

２ 富士見市立視聴覚ライブラリー設置条例（昭和４８年条

例第２７号）は、廃止する。 

附 則（平成１３年１２月２５日条例第３０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、

第３条第２号及び第４条第２項の規定並びに附則第２項の

改正規定は、平成１４年６月１日から施行する。 
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附 則（平成１８年１２月１５日条例第４１号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第

５条第１項の改正規定は公布の日から、第３条の表富士見市

立図書館鶴瀬西分館の項の改正規定は平成２１年４月１日

から施行する。 

附 則（平成２０年１０月２９日条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年９月３０日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の富士見市立図書館条

例第８条第１項の規定により貸出しの登録を受けた者は、改

正後の富士見市立図書館条例第１０条第１項の規定により

貸出しの登録を受けた者とみなす。 

附 則（平成２２年４月３０日条例第９号） 

この条例は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２３日条例第１０号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日条例第５号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２１日条例第４４号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○富士見市立図書館条例施行規則 

 

平成６年８月１９日 

教委規則第４号 

改正 平成６年１２月２６日教委規則第７号 

平成７年２月２３日教委規則第１号 

平成１０年３月５日教委規則第２号 

平成１２年３月２９日教委規則第４号 

平成１２年８月３１日教委規則第８号 

平成１４年３月２２日教委規則第６号 

平成１５年２月２６日教委規則第１号 

平成１６年３月１５日教委規則第３号 

平成１９年３月２２日教委規則第５号 

平成２０年１２月１９日教委規則第３号 

平成２１年１１月１８日教委規則第５号 

平成２２年３月１８日教委規則第２号 

平成２６年６月２７日教委規則第３号 

令和元年５月１日教委規則第２号 

令和３年７月５日教委規則第５号 

注 平成１９年３月から改正経過を注記した。 

富士見市立図書館管理運営規則          

（昭和６１年教委規則第８号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富士見市立図書館条例（平成６年条例

第８号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（事業） 

第２条 富士見市立図書館（以下「図書館」という。）は、お

おむね次に掲げる事業を行う。 

(１) 図書館資料（図書館法（昭和２５年法律第１１８号）

第３条第１号に掲げる資料をいう。以下同じ。）の収集、整理

及び保存 

(２) 図書館資料の貸出し 

(３) 読書案内及び図書館利用の相談 

(４) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示

会等の主催、奨励及び援助 
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(５) 図書館報その他の読書資料の発行及び頒布 

(６) 時事に関する情報並びに参考資料の紹介及び提供 

(７) 他の図書館、学校、公民館、研究所、読書団体等との

連絡及び協力 

(８) 図書館資料の他の図書館との相互貸借 

(９) 障害等のため通常の方法による図書館利用が困難な

者に対する録音資料の郵便等による送付サービス、朗読サー

ビスその他の援助 

（平２２教委規則２・一部改正） 

 

（視聴覚ライブラリーの設置） 

第３条 図書館に視聴覚ライブラリーを置く。 

 

（利用に供する主な設備） 

第４条 図書館が市民の利用に供する主な設備は、次のとお

りとする。 

中央図書館 閲覧室、視聴覚鑑賞コーナー、 

対面朗読室、ビデオ編集室、 

録音室、展示コーナー、 

視聴覚ホール、集会室、和室 

図書館鶴瀬西分館 閲覧室 

図書館ふじみ野分館 閲覧室 

（平２０教委規則３・平２１教委規則５・一部改正） 

 

（貸出しの登録等） 

第５条 条例第１０条第１項に規定する図書館資料及び視

聴覚機材（以下「図書館資料等」という。）の貸出しの登録を

受けることのできる者は、次のとおりとする。 

区分 対象者 

図書館資料 

（16 ﾐﾘ映画ﾌｨﾙﾑを除く。） 

(1) 個人 

(2) 市内の団体 

視聴覚機材及び 

16 ﾐﾘ映画ﾌｨﾙﾑ 

(1) 市内の団体 

(2) 特別な理由により教育委

員会が適当と認める者 

２ 条例第１０条第１項の登録を受けようとする者は、その

申込みの際次の各号に応じ、当該各号に掲げる書類を提示又

は提出しなければならない。 

(１) 個人 住所及び氏名の確認ができる書類 

(２) 団体 会員名簿又は教育委員会が必要と認める書類 

３ 条例第１０条第２項に規定する申込書は、図書館利用申

込書（様式第１号）とする。 

４ 条例第１０条第３項に規定する図書館利用カード（以下

「利用カード」という。）は、様式第２号とする。 

５ 登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、登録事項の変更若しくは確認又は利用カードの再交付を

受けなければならない。 

(１) 図書館利用申込書の記載事項に異動が生じたとき。 

(２) 利用カードを亡失又は損傷したとき。 

(３) 個人の利用カードで、次条第１項に規定する有効期間

を経過したものを使用するとき。 

（平１９教委規則５・全改、平２０教委規則３・平２２教委

規則２・平２６教委規則３・一部改正） 

 

（個人の利用カードの有効期間等） 

第５条の２ 個人の利用カードの有効期間は、貸出しの登録

の日の翌日から起算して２年とする。 

２ 個人の利用カードの有効期間は、更新の手続をすること

により延長することができる。この場合において、当該手続

により延長される有効期間は、当該手続をした日の翌日から

起算して２年とする。 

３ 前項の更新の手続は、第５条第２項第１号に掲げる書類

を提示することにより行うものとする。 

（平２０教委規則３・追加） 

 

（団体の利用カードの有効期間等） 

第５条の３ 団体の利用カードの有効期間は、貸出しの登録

のあった日の属する年度の末日までとする。 

２ 団体の利用カードの有効期間は、更新の手続をすること

により延長することができる。この場合において、当該手続

により延長される有効期間は、当該手続をした日の翌日の属

する年度の末日までとする。 

３ 前項の更新の手続は、第５条第２項第２号に掲げる書類

を提示することにより行うものとする。 

（平２６教委規則３・追加） 

 

（貸出し制限） 

第６条 条例第１２条第３号に規定する図書館資料は、次に

掲げるものとする。 



36 

 

 

 

(１) 逐次刊行物の最新号 

(２) 特別コレクション 

(３) その他教育委員会が指定したもの 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・一部改正） 

 

（図書館資料等の貸出数、貸出期間及び申込開始日） 

第７条 図書館資料等を同時に貸出しできる数並びに図書

館資料等の貸出期間及び申込開始日は、次のとおりとする。 

区分 数量 貸出期間 申込開始日 

図書 

逐次刊行物 
制限なし 

15日間 

(団体貸出に

ついては、指

定管理者の指

定する期間) 

利用日当日 

視聴覚資料 3点以内 15日間 利用日当日 

16 ﾐﾘ映画ﾌｨﾙﾑ 5点以内 8日間 
利用日から

起算して 2

月前の起算

日に応当す

る日 
視聴覚機材 制限なし 8日間 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認め

たときは、同項に規定する数量、貸出期間及び申込開始日に

ついて変更することができる。 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・平２６教委

規則３・一部改正） 

 

（電子書籍の貸出し） 

第８条 第５条の規定により貸出しの登録を受けた者（市内

に居住し、又は在勤し、若しくは在学する個人に限る。）は、

電子書籍（電磁的記録であって、インターネットを通じた利

用が可能とされたもの（図書館資料（電磁的記録を除く。）と

同等の内容を有するものに限る。）をいう。以下同じ。）の貸

出しの登録を受けることができる。 

２ 電子書籍の貸出しの登録を受けようとする者は、富士見

市電子図書館利用申込書（様式第３号）により申請するもの

とする。 

３ 市外に居住する者で前項の規定により電子書籍の貸出

しの登録を受けようとする者は、その申込みの際、市内に在

勤し、又は在学することの確認ができる書類を提示し、又は

提出しなければならない。 

４ 電子書籍の貸出数量は３点以内とし、貸出期間は利用日

当日から起算して１５日間とする。 

（図書館資料等の貸出しの停止等） 

第９条 指定管理者は、貸出しを受けた者が貸出期間を経過

しても図書館資料等を返納しないときは、一定の期間貸出し

を停止することができる。 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・一部改正） 

 

（設備の利用の承認） 

第１０条 次に掲げる設備を利用しようとする者は、指定管

理者の承認を受けなければならない。 

(１) 視聴覚ホール 

(２) 集会室 

(３) 和室 

(４) ビデオ編集室 

(５) 録音室 

(６) 展示コーナー 

(７) 対面朗読室 

２ 前項の承認（対面朗読室に係わる承認を除く。）を受けよ

うとする者は、利用日の属する月の３月前の初日から利用日

の前日までに、図書館設備利用申込書により指定管理者に申

込みをしなければならない。 

３ 対面朗読室の利用に係る申込み及び承認については、口

頭によるものとする。 

４ 指定管理者は、前２項の規定による申込者が次の各号の

いずれかに該当するときは、第１項の承認をしないことがで

きる。 

(１) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められ

るとき。 

(２) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷す

るおそれがあると認められるとき。 

(３) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。 

５ 指定管理者は、第１項の規定による利用申込みがあった

ときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、申込者に通知

するものとする。 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・一部改正） 

 

（図書館の利用の制限） 

第１１条 指定管理者は、図書館の利用者が次の各号のいず

れかに該当するときは、その者の利用を禁止し、又は中止さ

せることができる。 
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(１) この規則の規定に違反したとき。 

(２) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。 

(３) 指定管理者の指示に従わないとき。 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・一部改正） 

 

（損害賠償） 

第１２条 条例第１３条第１項に規定による損害賠償は、指

定管理者の指示に従い、速やかにこれを原状に復し、又はそ

の損害を指定管理者が相当と認める現品をもってするもの

とする。 

２ 条例第１３条第１項に規定による図書館資料その他物

品の忘失等について必要と認めるときは、教育委員会は損害

賠償の一部又は全部を免除することができる。 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・一部改正） 

 

（図書館資料の複写） 

第１３条 図書館資料の複写を希望する者には、著作権法

（昭和４５年法律第４８号）第３１条第１号の規定により複

写することができる。 

（平１９教委規則５・全改） 

 

（駐車場の利用） 

第１４条 図書館駐車場の利用については、教育委員会が別

に定める。 

（平１９教委規則５・全改、平２２教委規則２・旧第１４条

繰上） 

 

（利用者に対する秘密保持） 

第１５条 指定管理者は、資料の提供活動を通じて知り得た

図書館利用者の個人的な秘密が漏れることがないよう必要

な措置を講じなければならない。 

（平１９教委規則５・旧第１６条繰上、平２２教委規則２・

旧第１５条繰上・一部改正） 

 

（図書館協議会） 

第１６条 富士見市図書館協議会（以下「協議会」という。）

に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ

委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

４ 協議会の会議は、委員長が招集する。 

５ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くこ

とができない。 

６ 協議会に書記を置き、図書館の職員をもって充てる。 

７ 書記は、委員長の指揮を受けて協議会の庶務を処理する。 

（平２２教委規則２・旧第１７条繰上） 

 

（寄贈及び寄託） 

第１７条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けるこ

とができる。 

２ 寄託を受けた図書館資料は、図書館の所有に属する図書

館資料と同様の取扱いをするものとする。 

（平２２教委規則２・旧第１８条繰上） 

 

（委任） 

第１８条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会

が別に定める。 

（平２２教委規則２・旧第１９条繰上） 

附 則 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成６年１２月２６日教委規則第７号） 

この規則は、平成６年１２月２７日から施行する。 

附 則（平成７年２月２３日教委規則第１号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月５日教委規則第２号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２９日教委規則第４号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年８月３１日教委規則第８号） 

この規則は、平成１２年９月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２２日教委規則第６号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第

４条及び第６条（中央図書館の項括弧書き部分を除く。）の改

正規定は、平成１４年６月１日から施行する。 

附 則（平成１５年２月２６日教委規則第１号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１５日教委規則第３号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１９年３月２２日教委規則第５号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１９日教委規則第３号） 

（施行日等） 

１ この規則は公布の日から施行し、平成２０年１２月１日

から適用する。ただし、第４条、第１３条及び第１６条の改

正規定は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富士見市立図書館条例施行規

則の規定により平成２０年１２月１日前に交付されている

個人の利用カードは、改正後の富士見市立図書館条例施行規

則の規定により交付された個人の利用カードとみなす。この

場合において、当該個人の利用カードの有効期限は、平成２

１年９月３０日とする。 

３ 前項の有効期限の前に行われた個人の利用カードの有

効期間の更新の手続きは、第５条の２第３項の規定により行

われたものとみなす。この場合において、当該手続により延

長された有効期間は、同条第２項に規定する有効期間とする。 

附 則（平成２１年１１月１８日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１８日教委規則第２号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２７日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に館外に貸出しを行っている図

書館資料等に係る貸出数及び貸出期間については、なお従前

の例による。 

附 則（令和元年５月１日教委規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の富士見市

立図書館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残

存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年７月６日から施行する。 

 

様式第１号（第５条関係） 

（平２０教委規則３・全改、令元教委規則２・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平１９教委規則５・追加） 

様式第３号（第８条関係） 

    （令３教委規則５・追加） 
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○富士見市立水谷東公民館図書室運営要綱  

  

平成３年６月４日教委告示第１５号 

改正 平成１０年７月１４日教委告示第１１号  

平成１１年１０月６日教委告示第１７号  

平成１４年３月２７日教委告示第７号  

平成１５年３月３１日教委告示第５―２号  

平成１９年９月２７日教委告示第１８号  

平成２２年３月１１日教委告示第７号  

平成２７年４月１日教委告示第８―２号  

注 平成１９年９月から改正経過を注記した。  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富士見市立水谷東公民館図書室（以   

 下「図書室」という。）の運営に関し必要な事項を定め

るものとする。  

（業務） 

第２条 図書室は、次の各号に掲げる業務を行うものとす

る。  

(１) 図書の貸出し、収集及び保存に関すること。  

(２) おはなし会、ブックトーク等の集会事業に関する 

こと。  

(３) 児童向け広報の発行及び児童の読書活動の普及に 

関すること。  

(４) その他図書室運営に必要な業務に関すること。  

（平１９教委告示１８・一部改正）  

（資料の配備） 

第３条 図書室に配備する資料は、図書を原則とする。  

（図書室の運営） 

第４条 図書室の運営は、富士見市立図書館に従事する職   

 員が行う。  

（利用時間）  

第５条 図書室の利用時間は、午後１時から午後５時までと 

する。ただし、特に必要があるときは、指定管理者は、

教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することがで

きる。  

（平２２教委告示７・全改）  

（休室日） 

第６条 図書室の休室日は、次に掲げるとおりとする。ただ 

し、特に必要があるときは、指定管理者は、教育委員会

の承認を得て臨時にこれを変更することができる。  

(１) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法 

  律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たるときは、その日後にお 

いてその日に最も近い休日でない日とする。  

(２) １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から 

同月３１日まで  

(３) 特別整理日（毎年１５日以内で指定管理者が教育

委員会の承認を得て定める日をいう。）  

（平２２教委告示７・全改、平２７教委告示８ 

―２・一部改正）  

（資料の貸出） 

第７条 資料の貸出しは、個人又は団体に対して行う。  

（貸出期間） 

第８条 資料の貸出期間は、貸出しの日から１５日以内とす 

る。  

（貸出冊数） 

第９条 資料の貸出冊数の制限は、これを設けない。ただ 

し、指定管理者が運営上特に必要と認める場合は、貸出し

の冊数を制限することができる。  

（平２２教委告示７・一部改正）  
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（損害賠償）  

第１０条 図書室の利用者が、自己の責めに帰すべき理由に 

より資料を損傷又は亡失したときは、これを修理し、又

はその損害を賠償させるものとする。  

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教

育長が別に定める。  

附 則  

この告示は、平成３年６月４日から施行する。  

附 則（平成１０年７月１４日教委告示第１１号）  

この告示は、公布の日から施行し、改正後の富士見市立

水谷東公民館図書室運営要綱の規定は、平成１０年７月１日

から適用する。  

附 則（平成１１年１０月６日教委告示第１７号）

この告示は、平成１１年１１月１日から施行する。  

附 則（平成１４年３月２７日教委告示第７号）こ

の告示は、平成１４年４月１日から施行する。  

附 則（平成１５年３月３１日教委告示第５―２ 

号）  

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。  

附 則（平成１９年９月２７日教委告示第１８号）

この告示は、平成１９年１０月１日から施行する。  

附 則（平成２２年３月１１日教委告示第７号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年４月１日教委告示第８―２号）  

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  

  

  

  

  

  

 

○富士見市立図書館障害奉仕事務処理要領  

   

 （目的） 

第１条 この要領は富士見市立図書館条例施行規則（平成６ 

年教委規則第４号。以下「規則」という。）第２条第９号

に基づき富士見市立図書館の障害奉仕について必要な事 

項を定めることを目的とする。  

   

（対象者） 

第２条 障害奉仕を受けることができる者は、規則第５条の 

登録をした富士見市在住者で、次の各号の一に該当する者

とする。  

(1) 身体障害者法（昭和２４年法律第２８３号）に規定 

する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由に

より当該身体障害者手帳を所持しない者で、身体障害者

福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第

５号に定める障害を有する者  

(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受 

けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持しない

者で同制度で規定するＡ又はＢの障害を有する者  

(3) 前２号に掲げる者に該当すると指定管理者が認めた者  

  

 （資料） 

第３条 障害奉仕で提供する録音資料・点字資料等（以下

「資料」という。）は、当館が所蔵しているもの、又は図

書館間相互貸借で借受けできるものとする。ただし、ど

こも所蔵・制作していない資料については当館で制作、

又は他館に制作依頼を行い提供するよう努める。 
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  （貸出期間・貸出冊数） 

第４条 資料の貸出期間及び冊数は富士見市立図書館の図 

書に準じる。ただし、指定管理者が必要と認めたときは変 

更することができる。  

  

 （郵便等送付サービスによる貸出し） 

第５条 郵便等送付サービスによる貸出しを受けることが 

できる者は、当分の間、視覚障害者のみとする。貸出しの 

申込みは、電話等で行うことができる。  

  

 （対面朗読） 

第６条 対面朗読を希望する者は、希望する日の２日前まで 

に申込まなくてはならない。  

  

 （その他）  

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、 

教育委員会が別に定める。   

  

   附 則 

  この要領は、平成１９年８月１日から施行する。 

附 則  

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。  

  

  

○団体利用に関する事務処理要領  

   

富士見市立図書館条例及び同施行規則に基づき実施する団

体利用の諸手続きについては、以下のとおりとする。  

１ 団体の要件  

下記の要件の１を満たした団体を当要領に規定する団体

利用の対象とする。  

(1) 活動の本拠が富士見市内にある団体  

(2) 団体の構成員の５０％以上が富士見市内在住または 

在勤している団体  

(3) 富士見市内にある公共機関、公共的組織・団体また 

は事業所  

(4) 上記(3)に準ずる団体またはそれと同等であると指 

定管理者が認める団体  

  

２ 登録  

 富士見市立図書館条例施行規則（以下「規則」という。 

  第５条に基づき、以下のとおり手続きを行うものとする。  

(1) 申込み  

図書館利用申込書〔団体用〕に必要事項を記入し、

規則第５条第２項第２号に掲げる書類（以下「確認用

資料」という。）を提出または提示して申込み手続き

を行う。  

(2) 更新および変更  

登録団体は、年度単位で更新手続きを行うものとす

る。また、登録団体がその登録に関わる内容を変更し

たときは、すみやかに変更の届出を行うものとする。  

(3) 抹消  

登録団体が解散等によりその活動を停止した場合ま

たは長期にわたりその活動を休止する場合は、すみや

かにその旨の申出を行い登録を抹消する。  

なお、不定期の活動休止の場合は、上記(2)の手続

きを行わないことで更新しないことができる。  

(4) 貸出利用カード  
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団体登録用の図書館利用カードを使用する。当該カ

ードは図書館で保管する。  

３ 貸出し  

  規則第７条に基づき、以下のとおり貸出しを行うものとす

る。  

(1) 対象資料  

富士見市立図書館において館外貸出可能な図書館資

料及び視聴覚機材を貸出対象とする。  

(2) 貸出期間  

貸出期間は、貸出日の翌月の同日までとする。ただ

し、視聴覚資料及び視聴覚機材については、規則第７

条第１項に定める期間とする。  

また、他の図書館業務に影響を与える可能性がある

場合は、指定管理者の指示により制限を設けることが

できる。  

(3) 貸出数量  

規則第７条第１項に定める数量とする。ただし、他

の図書館業務に影響を与える可能性がある場合は、指 

定管理者の指示により制限を設けることができる。  

  

４ 留意事項  団体利用の際は、以下のとおり留意するもの

とする。  

(1) 貸出及び返却は来館を基本とする。  

(2) 特に事由のある場合を除き、貸出資料は一括して返 

却手続きを行う。  

(3) 対象団体の構成員の個人的な利用と混同しないよう 

留意する。  

(4) 児童備品については、視聴覚機材に準じる。  

  

５ その他  

この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育委員

会が別に定める。  

  

    附 則 

  この要領は、平成８年４月１日より適用する。  

    附 則 

  この要領は、平成１９年８月１日より適用する。 

附 則  

 この要領は、平成２２年４月１日より適用する。  

  

  

○図書館の資料等に係る損害賠償に関する事務処

理要領  

   

 （目的） 

第１条 この要領は、富士見市立図書館条例（平成６年条例 

 第８号）第１３条及び富士見市立図書館条例施行規則（平 

成６年教委規則第４号。以下「規則」という。）第１１条

に基づき、図書館施設及び図書館資料の損害賠償に係る取 

扱いについて、必要な事項を定めるものとする。  

  

 （損害賠償の基準） 

第２条 資料に係る賠償の基準は、次の各号に掲げるとおり 

とする。  

(1) 賠償する資料は、同一資料を基本とする。ただし資 

料の入手が困難な場合は、指定管理者が指示する資料を

もって充てるものとする。  

(2) 他館から相互貸借をして借用した資料は、貸出館と 
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協議の上、決定をし、賠償を求めるものとする。  

  

    附 則 

  この要領は、平成７年１月３１日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、平成１０年７月１日から施行する。  

   附 則 

  この要領は、平成１９年８月１日から施行する。  

   附 則  

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。  

  

  

○富士見市立中央図書館渋谷定輔文庫資料利用要

領  

  

 （目的） 

第１条 この要領は、富士見市立図書館条例施行規則第２

条及び第６条の規定に基づき、富士見市立中央図書館が

管理する渋谷定輔文庫資料（以下「資料」という。）の

利用について定めることを目的とする。  

  

 （館内閲覧） 

第２条 資料の利用は、館内閲覧とする。  

２ 資料の館内閲覧を受けようとする者は、あらかじめ渋谷 

定輔文庫利用票（様式第１号）により申込まなければなら 

ない。  

３ 同時に館内閲覧を受けることのできる資料は、図書類・ 

文書類各５点ずつ計１０点までとする。ただし、教育委員 

会が特に認めたときはこの限りではない。  

  

 （館外貸出し） 

第３条 図書館、博物館等の公共的機関のほか、教育委員会

が特に認めたときは、資料を館外貸出しすることができ

る。  

２ 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ渋谷定輔

文庫資料館外貸出許可申請書（様式第２号）により申請

し、渋谷定輔文庫資料館外貸出許可書（様式第３号）の交

付を受けなければならない。  

３ 同時に貸出しを受けることのできる資料は５点以内と 

し、貸出期間は１ヶ月以内とする。ただし、教育委員会が 

特に認めた場合は、この限りではない。  

   

（利用の制限） 

第４条 資料に特別の事情があると認められた場合は、教育 

委員会が資料の利用を停止又は禁止等の制限をすること 

ができる。  

  

 （資料の複写） 

第５条 資料の複写を受けようとするものは、渋谷定輔文庫 

資料複写申込書（様式第４号）を指定管理者に提出し、そ 

の許可を受けなければならない。  

２ 指定管理者は、前項の複写が不適当と認めた場合は、許 

可しないことができる。  

  

 （雑則） 

第６条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定

める。  

   

  附 則 
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  この要領は、平成１９年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。  

  

  

  

○入間東部地区公共図書館の相互利用に関する協

定書  

  

（目的） 

第１条 この協定は、富士見市、ふじみ野市、三芳町（以下 

「構成市町」という。）の構成市町の設置する図書館を相

互利用することで、相互の図書館利用を促進し、その住

民及び在勤、在学者（以下「住民等」という。）の利便を

図り、公共図書館サービスと文化・教養の向上に寄与す

ることを目的に協定を締結する。  

  

（相互協力） 

第２条 構成市町の図書館は、連絡を密にし、相互に協力す 

るものとする。  

  

（相互利用） 

第３条 構成市町の住民等は、平成１７年１０月１日から構 

成市町の図書館を、それぞれの図書館利用に関する条例・

規則等（以下「条例」という。）に基づき利用することが 

できるものとする。  

  

 （無償利用） 

第４条 構成市町の住民等が構成市町の図書館の資料を利 

用する場合における費用は、図書館法（昭和２５年法律第 

１１８号）の規定に基づき無償とする。  

 （協議） 

第５条 この協定に定めのない事項若しくは協定変更の必要

又は疑義が生じたときは、構成市町が協議して定める。  

  

この協定の証として本書 3通を作成し、構成市町長が記名

押印の上、各１通を保有する。  

  

平成１７年１０月１日  

  

  

○入間東部地区公共図書館の相互利用に関する覚

書  

  

入間東部地区公共図書館の相互利用に関する覚書の全部を

次のように改正する。  

   入間東部地区公共図書館の相互利用に関する覚書  

（趣旨） 

第１条 この覚書は、入間東部地区公共図書館の相互利用に 

関する協定書に基づき、入間東部地区公共図書館の相互利

用に関し必要な事項を定めるものとする。  

（図書館） 

第２条 構成市町の住民等が利用できる図書館は、次に掲げ

るものとする。  

 富士見市  富士見市立中央図書館  

富士見市立図書館鶴瀬西分館 

富士見市立図書館ふじみ野分館  

富士見市立水谷東公民館図書室 

ふじみ野市 ふじみ野市立上福岡図書館   

ふじみ野市立大井図書館  
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ふじみ野市立上福岡西公民館図書室 

三芳町   三芳町立中央図書館  

三芳町立図書館竹間沢分館  

（利用の範囲） 

第３条 構成市町の住民等が利用できる範囲は、次に掲げ

るとおりとする。  

(1) 各図書館資料の館内及び館外利用  

(2) 各図書館資料の複写サービス  

(3) 予約、リクエストサービス  

(4) レファレンス・サービス  

(5) 各図書館主催の各種行事  

(6) その他館長が必要と認めるもの  

２ 前項の規定にかかわらず、埼玉県立図書館協力ネッ 

トワークを利用できない資料の提供は、当該自治体住 

民へのサービスに限定する。  

３ 第１項第５号に掲げる主催事業は、必要に応じて当 

該自治体住民へのサービスに限定することができる。  

（登録方法） 

第４条 図書館資料の館外利用を受けようとする者は、利用 

図書館の利用券の発行を受けなければならない。  

（図書館の利用） 

第５条 構成市町の住民等の利用については、各図書館は、

当該自治体の住民と同等の扱いとなるよう努めるものとす

る。  

（相互協力） 

第６条 構成市町の図書館は、資料の有効的活用やサービス 

の向上を図るため常に相互協力に努めるものとする。  

（協議） 

第７条 この覚書に関し、定めのない事項及び変更の必要が 

生じたときは、構成市町の館長又は図書館担当課の長が協

議して定めるものとする。  

（附則） 

この覚書は、平成２８年６月１日から施行する。  

  

この覚え書きの成立を証するため、本書３通を作成し、構成

市町館長名又は図書館担当課長名押印の上、それぞれの 1通

を保有する。  

  

平成２８年３月３１日  

  

  

    富士見市  

富士見市教育委員会生涯学習課長  

  

     

      

  

    ふじみ野市  

     ふじみ野市立大井図書館長  

  

  

  

         三芳町  

     三芳町立中央図書館長  
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